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農用地区域から除外するには、「農業振興地域の整備に関する法律」第１３条第２項第１号から第５号に定められた５つの要件を満たしている必要があります。
そのうちの１号要件（必要性・代替性）について説明をお願いします。 
	１　必要性：具体的な農地転用計画等があり、不要不急の用途に供するために農用地区域から除外するものでないこと

	除外が認められた場合はすみやかに農地法の規程による転用申請（事業実施）が必要です。
今回、除外申出を行う時期が適当である理由と、なぜ利用目的のために土地・施設等が必要かを記入してください。
	

	※利用目的が住宅の場合
	①家族構成（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②現在の住居
⇒　賃貸（借家）　・　持家・　その他（　　　　　　　　　）

	２　代替性：宅地・雑種地の未利用地及び農用地区域外の農地等の農振除外が不要な土地での計画ができないか検討していること

	必要な土地の条件（用地選定表「用地選定条件」の具体的な理由）を記入してください。
利用目的が住宅の場合で実家までの距離が場所の選定条件の一つになっている場合は⑤～⑦も記入してください。
	選定した地域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
具体的な立地条件
①場所・位置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
②面積（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
③利便性（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	⑤条件（誰：　　　　　　　　　　　　　　）の実家からの距離
⑥実家の所在地（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑦申出地と実家との距離（　　　　　）所要時間（　　　　）分

	申出地の周辺に宅地、雑種地の未利用地、農用地区域外の農地等がある場合は、そこで計画を進められなかった理由を記入してください。
	他の土地での検討　⇒　検討した　・　検討できない
検討できない場合はその土地でしか利用目的を達成できない理由
　

検討した場合、その土地で事業計画を進められなかった理由
　
　
　



